
 

 

基幹統計の作成方法に関する通知の受理について 

 

 

平 成 3 0 年 1 1 月 2 2 日 

政策統括官 (統計基準担当 ) 

 

 

 

 

 

標記について、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 26 条第１項

後段の規定に基づき、別添のとおり経済産業大臣から鉱工業指数の

作成方法の変更に係る通知がありました（平成 30 年 11 月 2 日受理）。 
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